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令和４年第５回 

羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会（定例会） 

会議録 

 

日 時  令和４年９月２９日（木）午後１時３０分～午後２時０３分 

場 所  羽村・瑞穂地区第２学校給食センター会議室 

出席者の氏名  ５名 

   教育長 儘田 文雄、教育長職務代理者 鳥海 俊身、委 員 塩田 真紀子  

委 員 永井 英義、委 員 村上 豊子 

 

欠席者  なし 

 

傍聴者  なし 

 

出席した職員の職・氏名 

  事務局長 田中 智文、給食課長 友野 裕之、管理給食係長 瀧島 淳介、管理

給食係 大瀧 枝里子 

 

組織市町教育委員会の出席者の職・氏名 

  羽村市教育委員会生涯学習部参事 佐藤 晴美 

羽村市教育委員会生涯学習部学校教育課長 伊藤 晋 

瑞穂町教育委員会教育部長 小峰 芳行 

瑞穂町教育委員会学校教育課長 大澤 達哉 

 

議事日程 

   日程第１  会議録署名委員の指名について 

   日程第２  議案第４号 令和４年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第１

号）のうち教育費に係る部分の意見聴取について 

   日程第３  報告事項１ 令和３年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計決算報告につ

いて 

   日程第４  報告事項２ 令和４年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算（第

１号）について 

   日程第５  報告事項３ 令和４年度学校給食に関するポスターコンクール審査

結果について 



- 2 - 

会議経過 

 

○教育長（儘田文雄） それでは、始めさせていただいてよろしいでしょうか。 

  皆さん、こんにちは。 

  ただいまの出席者は５名でございます。定足数に達しておりますので、これより令和

４年第５回羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会（定例会）を開催いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

〔日程第１〕 

○教育長（儘田文雄） 会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は、羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会会議規則第２７条第２項

の規定により、教育長において、鳥海俊身委員を指名します。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 

〔日程第２〕 

○教育長（儘田文雄） 議案第４号「令和４年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第

１号）のうち教育費に係る部分の意見聴取について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

 

○事務局長（田中智文） 教育長。事務局長です。 

 

○教育長（儘田文雄） 事務局長。 

 

○事務局長（田中智文） 議案第４号「令和４年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算

（第１号）のうち教育費に係る部分の意見聴取について」ご説明いたします。 

  本案は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２９条の規定により、令和

４年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第１号）のうち、教育費に係る部分につ

いて教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し、意見を求めるも

のであります。 

  補正予算の詳細ですが、お手元に配付しました議案第４号を１枚おめくりいただき、

別紙「令和４年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第１号）案 概要説明書」を

ご覧ください。 

  今回の補正は、歳入歳出それぞれ７０２万３，０００円を追加し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ３億９，２０３万８，０００円とするものであります。 

  補正の内容ですが、歳入については、急激な円安、原油価格高騰などの社会情勢不安

や、異常気象等の影響による作物の取れ高などの影響を受けて、給食食材費の価格高騰

による給食の安定的な提供が懸念されることから、今後、必要な栄養価を維持し、より

安定的に給食を提供するため、国から羽村市、瑞穂町に交付される新型コロナウイルス
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感染症対応地方創生臨時交付金の令和４年度追加項目であります「コロナ禍における原

油価格・物価高騰対応分の学校給食費の負担軽減」項目を活用し、両市町９月議会に計

上された補助額に基づき措置したものとなります。 

  羽村市、瑞穂町のそれぞれの補助額は、説明欄にも記載がありますが、羽村市から４

５１万９，０００円、瑞穂町から２５０万４，０００円となります。この金額は、補助

金総額７０２万３，０００円を羽村市、瑞穂町の児童・生徒数の割合で案分したものと

なります。 

  次に歳出ですが、学校給食用食材料購入費については、公会計であります羽村・瑞穂

地区学校給食組合一般会計からではなく、私費会計であります羽村・瑞穂地区学校給食

費会計から支出することから、歳入額と同額である７０２万３，０００円を、羽村・瑞

穂地区学校給食費会計へ支出する額として予算計上するものであります。 

  なお、補足でございますが、今回、羽村市、瑞穂町に交付される「新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用しての学校給食用食材料購入費の補助につい

ては、保護者が給食費を負担している私費会計の羽村・瑞穂地区学校給食費会計から支

出することから、９月６日に開催されました運営審議会において、委員の皆様にも報告

し、ご了解を頂いていることを申し添えます。 

  以上で、議案第４号「令和４年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第１号）の

うち教育費に係る部分の意見聴取について」の説明とさせていただきます。 

 

○教育長（儘田文雄） 以上で説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑がありましたらお願いいたします。 

 

○委員（永井英義） すみません。今、説明の中で原油とか材料が高騰する中で、栄養と

かそういうのが落ちないように手当てするという話なんですけど。ただ、これだけでは

実際足りないと思うんですよね。今の値上げの状況からすると。これをやることによっ

てどの程度カバーできるかみたいなそういうのって、ある程度分かっているんですかね。

栄養とか。 

 

○事務局長（田中智文） 教育長。事務局長です。 

 

○教育長（儘田文雄） 事務局長。 

 

○事務局長（田中智文） 今回、羽村市、瑞穂町から補助金として頂くのは７００万円ほ

どになります。こちらのほうで、現年度のちょうど９月から３月分、いわゆる２学期か

ら３学期にかけての主な食材と、あと、そのときの平均の購入単価を出しています。そ

のときの価格と、今、令和４年９月の契約単価と１０月以降の契約単価が出ていますの

で、それを仮に、メニューによって違うんですけど、同量を購入したと仮定したときに

算出している額がありまして、それがちょうど増減額、あるいは上がっている物だけ

じゃなくて下がっている物もあります。そういうものも全部合わせますと、ちょうど７
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００万円くらいとされますので、現状としては、これ以上上がれば、もしかしたら足り

なくなることもありますけど、こちらとしては大丈夫と考えております。 

  以上でございます。 

 

○委員（永井英義） ありがとうございます。お金がないからって栄養を減らすとか、量

を減らすとかができない。その中で工夫をされて一生懸命やっていただけるものだと思

います。一応、計算上、取りあえずは何とかなるのかな、というような話で、またそう

いうのがどんどん、ここで上げ止まりとは限らないので、出てくると思うので。そうい

うときには、ぜひどんどんお声頂いて、子供たちのために対応していかないといけない

と思いますので。ありがとうございます。 

 

○教育長（儘田文雄） ほかにどうでしょうか。 

 はい、お願いいたします。 

 

○委員（鳥海俊身） ただいまの質疑に関連するのですけれども、これ、積算するときに

は積算の根拠ってあるわけですよね。その根拠をきちんと説明していただけますか。 

 

○事務局長（田中智文） 教育長。事務局長です。 

 

○教育長（儘田文雄） 事務局長。 

 

○事務局長（田中智文） 今回、羽村市、瑞穂町から頂く７０２万３，０００円の根拠に

ついて、ちょっと詳しく説明させていただきます。 

  これを算出した時点が７月になります。７月になりますと、直近の総務省の消費者物

価指数というのがあるんですが、それの２３区、多摩地区はないんですけど、一番参考

にされるのは２３区の消費者物価指数になりますので、それが令和６年の６月まで、都

内の食料に係る消費者物価指数が３．９％、前年度よりも上がっています。その３．９％

を今、食料に対する物価高騰の延長と考えまして、それぞれの小学校、中学校の１食当

たりの単価があります、給食の。小学校低学年については２３０円、中学年でいうと２

４０円、高学年でいうと２５０円、中学校でいうと１食２９０円になります。 

  この単価に対してそれぞれ３．９％をプラスした形で影響額を勘案させていただきま

すと、小学校低学年で８．９７円、小学校中学年で９．３６円、高学年で９．７５円、

そうしますと、小学校平均で９．３６円になります。中学校でいいますと、１１．３１

円。ですので、この端数を切りまして、小学校は１食当たり９円、中学校については１

食当たり１１円と援助額を算出しております。それに対して２学期以降の食数ですね、

それを全体の児童・生徒数、それと給食の日数を掛けて出しますと、７０２万３，００

０円という額になります。 

  先ほど説明しましたが、この７０２万３，０００円を羽村市、瑞穂町の児童・生徒数

で案分した額がそれぞれの市と町から補助を頂く額となります。 

  以上でございます。 
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〇委員（鳥海俊身） そうしますと、端的に言うと、１食当たり、小学生で９円、中学生

で１１円を今回補助を両市・町で行ったというふうに解釈してよろしいですか。 

 

〇事務局長（田中智文） はい、そのとおりでございます。 

 

〇教育長（儘田文雄） ほかに質疑ありましょうか。 

  はい、お願いいたします。 

 

〇委員（村上豊子） 今回のこの措置は、今年度だけというふうに伺っているんですが、

まだその先のことは分からないということだと思うんです。運営審議会、９月に行われ

た、そのときの皆さんのこれに対する何か意見とかそういったものが、もしいろいろ出

ているようでしたら教えていただきたいと思います。 

 

○事務局長（田中智文） 教育長。事務局長です。 

 

○教育長（儘田文雄） 事務局長。 

 

○事務局長（田中智文） ９月６日の運営審議会では、このことを説明させていただいた

ときに１点だけ質問がありました。それはこういう物価高の状況が改善するとは思えな

いので、何か次年度以降もこういうような国からの補填なり何なりがあるのでしょうか

という質問がありました。 

  ただ、現状としては、今回のコロナの地方創生臨時交付金についても、本年度に入っ

てから、４月に入ってから国のほうから指示がされているような状況になりますので、

恐らく来年も同じようなもので物価高騰に対するものがあるのであれば、またそのとき

になってしまうのではないかということはご説明させていただきました。ただ、それは

あくまで見込みであって、ないことも考えられますので、あくまで給食組合としては、

メニューの組合せだったり、食材を組み合わせて、何とか栄養基準とかそういうのを確

保していく努力はしていくつもりであります、ということを説明させていただきました。 

  以上です。 

 

〇教育長（儘田文雄） いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

〇委員（村上豊子） ありがとうございました。 

 

〇教育長（儘田文雄） ほかにどうでしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

〇教育長（儘田文雄） では、ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 
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  お諮りいたします。議案第４号「令和４年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第

１号）のうち教育費に係る部分の意見聴取について」は、原案のとおり承認することに

ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇教育長（儘田文雄） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認するこ

とに決定いたしました。 

 

〔日程第３〕 

〇教育長（儘田文雄） 報告事項１「令和３年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計決算報告

について」を議題といたします。 

  事務局より報告願います。 

 

○給食課長（友野裕之） 教育長。給食課長です。 

 

○教育長（儘田文雄） 給食課長。 

 

〇給食課長（友野裕之） 報告事項１「令和３年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計決算報

告について」説明いたします。 

  お手元のＡ４横の報告事項１－１資料「令和３年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計決

算書」をご覧ください。 

  表紙をおめくりいただきまして、１ページをご覧ください。内容について説明いたし

ます。 

  上段が収入、下段が支出となっております。 

  初めに「１収入」です。科目ごとに「予算現額」「調定額」「収入済額」「不納欠損額」

「収入未済額」「備考」の順に説明いたします。 

  科目１「小学校給食費」は、２億８９２万１，０００円、２億１，４７２万９，５８

０円、２億１，１０１万６，８７６円、０円、３７１万２，７０４円です。 

  内容は、「１現年度給食費」は、２億８０２万１，０００円、２億１，１６１万３，

１４０円、２億１，０８２万９，８２０円、０円、７８万３，３２０円、児童・教職員

等の給食費、第１センター職員の給食費となっております。 

  なお、ここには記載がございませんが、収納率については、９９.６３％で、前年度

比０.０２％の減となっております。 

  「２過年度給食費」は、９０万円、３１１万６，４４０円、１８万７，０５６円、０

円、２９２万９，３８４円、こちらは１８人から徴収した過年度給食費となっておりま

す。 

  次に、科目２「中学校給食費」は、１億２，２７１万６，０００円、１億２，２９８

万８，０５６円、１億１，８５２万３，５８８円、０円、４４６万４，４６８円です。 

  内訳は、「１現年度給食費」は、１億２，１５１万６，０００円、１億１，９１８万
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９，５７０円、１億１，８３５万６，６１０円、０円、８３万２，９６０円、こちらは

生徒・教職員等の給食費、第２センター職員の給食費となっております。 

  なお、こちらも小学校と同様でございますが、記載はございませんが、収納率につい

ては９９.３０％で、前年度比０.０３％の減となっております。 

  「２過年度給食費」は、１２０万円、３７９万８，４８６円、１６万６，９７８円、

０円、３６３万１，５０８円、こちらは１９人から徴収した過年度給食費です。 

  次に、科目３「繰越金」は、９１２万６，０００円、９１２万６，９５５円、９１２

万６，９５５円、不納欠損額及び収入未済額はありません。 

  次に、科目４「諸収入」は、１１万８，０００円、９万１，９３５円、９万１，９３

５円、こちらも不納欠損額及び収入未済額はございません。内容については、廃油代、

預金利子です。 

  以上、収入合計は、３億４，０８８万１，０００円、３億４，６９３万６，５２６円、

３億３，８７５万９，３５４円、０円、８１７万７，１７２円。 

  次に、「２支出」です。 

  科目ごとに、「予算現額」「支出済額」「不用額」「備考」の順に説明いたします。 

  科目１「小学校原材料費」は、２億１，６５４万６，０００円、２億１，４４３万２，

６３２円、２１１万３，３６８円。こちら米飯代、牛乳代、パン代、副食代となってお

ります。なお、こちら記載はございませんが、予算現額に対する執行率は、９９.０２％

です。 

  次に、科目２「中学校原材料費」は、１億２，２７１万６，０００円、１億１，９５

２万８，５７５円、３１８万７，４２５円、備考につきましては小学校と同様となって

おります。こちらも記載はございませんが、予算現額に対する執行率は、９７.４０％

です。 

  科目３「還付金」は、５３万１，０００円、５３万１９６円、８０４円、こちらは牛

乳アレルギーにより飲用できなかった牛乳代の還付金等です。 

  科目４「予備費」は、１０８万８，０００円、０円、１０８万８，０００円です。 

  以上、支出合計は、３億４，０８８万１，０００円、３億３，４４９万１，４０３円、

６３８万９，５９７円です。 

  一番下になりますが、「３収入支出差引残額」は４２６万７，９５１円で、令和４年

度へ繰り越すものとなります。 

  続きまして、２ページをお開きください。 

  こちらは決算資料１といたしまして、「令和３年度学校給食費等収支内訳表」を載せ

ておりますので、こちらを説明します。 

  科目１「小学校給食費」ですが、「１現年度給食費」は学校別、「２過年度給食費」は

令和２年度分以前の収支内訳となっています。 

  また、科目２「中学校給食費」についても、「１現年度給食費」は学校別、「２過年度

給食費」は令和２年度分以前の収支内訳となっております。 

  表の一番上の科目の行をご覧いただきまして、右へ５項目「食材料支出額Ｂ」という

項目がございます。一番下の行の合計額３億３，３９６万１，２０７円は、小学校、中

学校の食材購入費の総額となっております。 
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  次に、科目３「繰越金」９１２万６，９５５円は、令和２年度からの繰越金となって

おります。 

  科目４「諸収入」は、９万１，９３５円となり、廃油代及び預金利子です。 

  続きまして、３ページをご覧ください。 

  こちらは決算資料２といたしまして「令和３年度学校給食原材料種類別支出額表」と

なっております。この表は小学校・中学校別に１年間に使用した食材を食品分類ごとに

分け、各項目の支出額を記載した表となっております。後ほどご覧いただきたいと思い

ます。 

  以上が、報告事項１－１資料についての説明となります。 

  引き続きまして、「報告事項１－２資料」をご覧ください。 

  こちらはＡ４の縦１枚ものでありますが、決算審査結果ということになります。これ

は令和３年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計決算の監査結果の写しとなります。 

  記載のとおり、令和４年８月１７日午後７時より、羽村・瑞穂地区学校給食センター

事務室において、羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会委員から選出されました

監査委員、榎本修一氏、前田富美子氏の２名により監査を実施していただきました。 

  計数の過誤、関係諸帳簿及び証拠書類について厳正に審査いただいた結果、収支とも

正確なものと認められたことを報告し、報告資料として添付しているものです。 

  また、羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会委員の皆様には、去る９月６日（火

曜日）に開催されました令和４年度第２回羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会

において、報告が済んでいることを申し添えます。 

  以上で、「令和３年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計決算について」の説明とさせて

いただきます。よろしくお願いします。 

 

○教育長（儘田文雄） 以上で報告が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑がありましたらお願いをいたします。 

 

（質疑なし） 

 

○教育長（儘田文雄） 質疑がありませんので、質疑を終了いたします。 

  以上で、報告事項１「令和３年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計決算報告について」

を終了いたします。 

 

〔日程第４〕 

○教育長（儘田文雄） 報告事項２「令和４年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算

（第１号）について」を議題といたします。 

  事務局より報告願います。 

 

○給食課長（友野裕之） 教育長。給食課長です。 
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○教育長（儘田文雄） 給食課長。 

 

○給食課長（友野裕之） それでは、報告事項２「令和４年度羽村・瑞穂地区学校給食費

会計補正予算（第１号）について」説明いたします。 

  お手元の報告事項２資料「令和４年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算（第１

号）」をご覧ください。 

  令和４年度 羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによります。 

  収入支出予算の補正、第１条、収入支出予算の総額に収入支出それぞれ７０２万３，

０００円を追加し、収入支出予算の総額を収入支出それぞれ３億３，４９３万８，００

０円とするものです。 

  第２項、収入支出予算の補正の科目区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の収入

支出の予算の金額は、「第１表 収入支出予算補正」によります。 

  続きまして、２ページをご覧ください。 

  「第１表 収入支出予算補正」を記載しておりますが、内容については、３ページの

「収入支出補正予算事項別明細書」で説明いたしますので、３ページをご覧ください。 

  初めに収入です。 

  科目４「諸収入」は、補正前の額１０万４，０００円に、補正額７０２万３，０００

円を追加し、計で７１２万７，０００円とするものです。 

  先ほど、議案第４号「羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第１号）」でお諮りい

ただきました歳入歳出補正予算について、給食原材料費を収入支出しているのは本会計

であることから、同額を本会計に収入するための予算を措置したものとなります。 

  収入合計、補正前の額３億２，７９１万５，０００円に補正額７０２万３，０００円

を追加し、計で３億３，４９３万８，０００円とするものです。 

  次に支出です。 

  科目１「小学校原材料費」は、補正前の額２億３７０万１，０００円に、補正額４４

１万５，０００円を追加し、計で２億８１１万６，０００円とするものです。 

  収入で予算措置した額のうち、９月以降、小学校給食１食当たりの影響額、羽村市、

瑞穂町の児童数を基に算出し、その額を追加したものとなります。 

  次に、科目２「中学校原材料費」は、補正前の額１億２，２６１万円に補正額２６０

万８，０００円を追加し、計で１億２，５２１万８，０００円とするものです。 

  小学校原材料費と同様に、収入で予算措置した額のうち、９月以降、中学校給食１食

当たりの影響額、羽村市、瑞穂町の生徒数を基に算出し、その額を追加したものとなり

ます。 

  支出合計、補正前の額３億２，７９１万５，０００円に補正額７０２万３，０００円

を追加し、計で３億３，４９３万８，０００円とするものです。 

  なお、補足といたしまして、先ほど議案第４号の説明でも申し上げましたが、この給

食費会計は、保護者から納めていただいている給食費を主な財源として運用している私

費会計であることから、こちら９月６日開催の運営審議会で委員の皆様に報告し、ご了

解をいただいております。 
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  なお、そのときに出ました質疑等については、先ほど所長のほうから申し上げたとお

りとなります。 

  以上で、「令和４年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算（第１号）」の説明とさ

せていただきます。よろしくお願いします。 

 

○教育長（儘田文雄） 以上で報告が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑がありましたらお願いいたします。 

 

（質疑なし） 

 

○教育長（儘田文雄） 質疑がありませんので、質疑を終了します。 

  以上で、報告事項２「令和４年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算（第１号）

について」を終了します。 

 

〔日程第５〕 

○教育長（儘田文雄） 報告事項３「令和４年度学校給食に関するポスターコンクール審

査結果について」を議題といたします。 

  事務局より報告願います。 

 

○給食課長（友野裕之） 教育長。給食課長です。 

 

○教育長（儘田文雄） 給食課長。 

 

〇給食課長（友野裕之） それでは、報告事項３「令和４年度学校給食に関するポスター

コンクール審査結果について」を説明いたします。 

  お手元のＡ４の報告事項３資料「令和４年度学校給食に関するポスターコンクール審

査結果」をご覧ください。 

  こちらは９月１６日に開催いたしました「令和４年度学校給食に関するポスターコン

クール審査会」において、応募点数５０２点の中から最優秀賞、優秀賞、入賞作品が決

定いたしましたので、そのご報告となります。 

  配付した作品の写しが３枚目から載っておりますが、今回、最優秀賞が４点、優秀賞

４点、入賞が２０点となっております。こちら、後ほど、お目通し願えればと思います。 

  今後の予定となりますが、１１月４日（金曜日）に最優秀賞受賞者４名を対象とした

表彰式を行う予定となっております。その後、瑞穂町郷土資料館けやき館及び羽村市生

涯学習センターゆとろぎにおいて、順次、全受賞作品２８点の原画展示会を実施する予

定となっております。 

  展示会の日程等につきましては、後日、通知等で皆様にお知らせいたしますので、お

時間がございましたらお立ち寄りいただき、ご覧いただけますと幸いです。 

  こちらが令和４年度学校給食に関するポスターコンクール審査結果についての報告
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となります。よろしくお願いします。 

 

〇教育長（儘田文雄） 以上で報告が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑がありましたらお願いいたします。 

 

（質疑なし） 

 

〇教育長（儘田文雄） 質疑がありませんので、質疑を終了いたします。 

  以上で、報告事項３「令和４年度学校給食に関するポスターコンクール審査結果につ

いて」を終了します。 

  以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

  これをもちまして令和４年第５回羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会（定例会）

を閉会いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

 

 

 

以上、会議の経過（概要）を記載し、その相違のないことを証するために、ここに署名 

いたします。 

 

     令和４年９月２９日 

 

                  羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会 

                   

                  教育長 

 

                  羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会 

                

                  委 員 

 


